
所得控除の確認をお忘れなく 

　控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのことです。各種控

除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額され、税額も減ります

ので、申告をされる際には、事前に所得控除についても確認しましょう。 

　なお、次の所得控除については事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する必要があ

りますので、早めの準備をお願いします。 

注1：セルフメディケーション税制の適用期限は令和8年12月31日に延長されました。 
注2：特定一般用医薬品等購入費の対象となる医薬品については、国税庁のホームページをご参照ください。 
注3：③の売却期間などの適用要件については、国税庁のホームページをご参照ください。 

事前に書類の準備が必要な所得控除 

申告会場に行かずに確定申告ができるe‐Taxが大変便利です！ 

　e‐Taxとは国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー

ナー」で作成した申告書を税務署へ電子送信することができる

国税電子申告・納税システムのことです。また令和3年分の申

告からはマイナンバーカードとカードの読取機能があるスマート

フォンがあれば、マイナポータル連携を利用してふるさと納税、

地震保険料などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力

できます。 

　町のホームページ「笠松町 町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、源泉徴

収票の内容（収入金額や所得控除など）を入力することで町県民税の申告書を作成することが

できます。作成した申告書を郵送または税務課窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告

できます。（電子申告・Eメールによる提出はできません。） 

町県民税の税額試算や申告書もご自宅で作成できます 

　令和3年分の申告は、確定申告書は国税庁のホームページで、町県民税の申告書は町のホー

ムページで令和4年1月上旬より作成できるようになります。町の会場での申告相談は事前予約が

必要ですが、ご自宅で作成・送信（郵送）すれば申告会場に出向くことなく申告を済ますことがで

きます。今年は、ご自身でご自宅で申告書を作成してみませんか。 

令和3年分の申告書作成コーナーは、令和4年1月上旬より利用できます 
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メディケーション税制 
※注1

種　類 

要　件 

申告時の
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爬 爰 のどちらか選択 ②要介護認定を 

受けている方の 
障害者控除 

③空き家の譲渡所得 
特別控除特例 

医療費が10万円（総
所得金額等が200万
円未満の場合はその
所得等の5%）を超
えた場合 

医療費控除の明細書 

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、
ご自身で作成してください。 

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計
を一にする配偶者やその他親族 

税務課 
蕁388‐1112

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合 
★健康の保持や増進、疾
病の予防など一定の取り
組みを行っていること 

特定一般用医薬品等購入
費の明細書　※注2

障がい者などに準ずる方 
（障害者手帳の交付を
受けていない65歳以
上で要介護認定を受け
ている方のうち、町要領
の規定に該当する方） 

障害者控除対象者 
認定書 

「障害者控除対象者認
定書」の交付を受けた
65歳以上の方 
またはその方を扶養し
ている方 

健康介護課 
蕁388‐7171

相続した空き家や、
相続した空き家を取
り壊した後の土地を
譲り渡した場合 
※注3 

被相続人居住用 
家屋等確認書 

相続した空き家もし
くは空き家を取り壊
して売却した相続人 

環境経済課 
蕁388‐1114

▲注2 
特定一般用医薬品等の対象となる医薬品 

▲注3 
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例 

　「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用する

ことができます。「医療費のお知らせ」通知の送付には、受診から3～4か月かかりますので、確

定申告の時期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」

を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。 

c住民課　蕁388‐1115

国民健康保険加入の皆さんへ 
「医療費のお知らせ」通知を確定申告の医療費控除申告に使用する場合の留意事項 

詳しくは、各ホームページをチェック！ 

　町県民税の申告は、町のホームページから
作成できます。 

確定申告書の作成方法は動画をチェック 

ページ内のアイコンをクリック！ 

「確定申告書等作成コーナー」にアクセス 

c税務課　蕁388‐1112

国税庁ホームページ 

町ホームページ 
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